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研修医のための研修施設整備事業実施要網 

 

 

１ 目的 

この事業は、臨床研修病院等において研修棟の整備を促進し、臨床研修医

（臨床研修歯科医を含む。）の研修環境及び生活環境の充実を図ることを目

的とする。 

 

２ 事業の実施主体 

この事業の実施主体は、私立医科大学附属病院、私立歯科大学附属病院又

は臨床研修病院の開設者（国、独立行政法人国立病院機構、国立高度専門医

療研究センター、国立大学法人、公的医療機関の開設者及び地方独立行政法

人を除く。）とする。 

 

３ 整備基準 

臨床研修医が研修を行うのに必要な次の施設を備えるものとする。 

(１)研修及び研究のための会合用の室（講義室、討議室、図書室等）  

(２)夜間の自主研修や救急患者に対応するための仮眠室  
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臨床研修病院施設整備事業実施要網 

 

 

１ 目的 

この事業は、臨床研修をより効率的に実施するために臨床研修病院等にお

いて外来診療棟の拡充整備を促進し、臨床研修医の研修環境の充実を図るこ

とを目的とする。 

 

２ 事業の実施主体 

この事業の実施主体は、私立医科大学附属病院又は臨床研修病院の開設者

（国、独立行政法人国立病院機構、国立高度専門医療研究センター、国立大

学法人、公的医療機関の開設者及び地方独立行政法人を除く。）とする。 

 

３ 補助条件 

臨床研修を実施している病院であって、次に掲げる病院部門の拡充整備を

行うことにより、指導医による臨床研修医に対する指導がより効率的に行わ

れるための研修環境を備える病院とする。  

外来診療部門（内科、精神科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器

科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科及び放射線科の診察室） 

救急診療部門（診察室、処置室） 

総合診療部門（総合外来診察室） 

在宅医療部門（在宅医療指導管理室） 

病歴管理室等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

 

医師臨床研修病院研修医環境整備事業実施要網 

 

 

１ 目的 

この事業は、尐子・高齢化社会に対応する医療提供体制の整備を図るため、臨床研

修医の研修環境整備の一環として宿舎整備を行うことにより、効果的な臨床研修の実

施ができる体制を整備し、医師の資質の向上に資することを目的とする。 

 

２ 事業の実施主体 

この事業の実施主体は、私立医科大学附属病院又は臨床研修病院の開設者

（国、独立行政法人国立病院機構、国立高度専門医療研究センター、国立大

学法人、公的医療機関の開設者及び地方独立行政法人を除く。）とする。 

 

３ 整備内容 

臨床研修医の研修環境、生活環境の充実を図るために必要な宿舎の工事費 

 

 

 

 


